
災害検証支援、警戒避難マニュアル策定支援及び初動マニュアル策 

定支援業務仕様書 

 

   第１章 総則 

 

 （適用範囲） 

第１条 この仕様書は、次に掲げる業務の履行に適用する。 

（１） 災害検証支援業務 

（２） 警戒避難マニュアル策定支援業務 

（３） 初動マニュアル策定支援業務 

 

 （目的） 

第２条 災害検証支援、警戒避難マニュアル策定支援及び初動マニュアル策定支

援業務（以下「本業務」という。）は、南三陸町が実施する災害の検証並びに南

三陸町が策定する警戒避難マニュアル及び初動マニュアルに関し、その実施及

び策定を委託者である南三陸町（以下「委託者」という。）と受託者であるコン

サルタント（以下「受託者」という。）が協働して行うことにより、迅速かつ円

滑な実施及び策定に資することを目的とする。 

 

 （対象地域及び履行場所） 

第３条 本業務の対象地域は、南三陸町全域とする。 

２ 本業務の履行場所（事務所の位置をいう。）は、委託者と受託者の協議におい

て定めるものとし、履行場所として必要な資材は、受託者において用意する。 

 

 （履行期間） 

第４条 本業務の履行期間は、契約の締結日の翌日から平成２５年３月３１日ま

でとする。 

 

 （業務遂行に係る資格要件） 

第５条 受託者となり得る者は、本業務が地域防災計画（災害対策基本法（昭和

３６年法律第２２３号）に基づく都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計

画をいう。以下同じ。）の策定過程に準ずる知識、技術等を要するコンサルタン

ト業務であることに鑑み、平成１７年以降において宮城県内の自治体における

地域防災計画の策定に係る業務又は本業務と同種の業務についての受託実績を

有する事業者とする。 

 



 （業務計画書等の提出） 

第６条 受託者は、第１条各号に掲げる各業務（次条及び第１１条において「各

業務」という。）に係る作業の開始時において、それぞれ次に掲げる書類を委託

者に提出し、その承認を受けなければならない。 

 （１） 業務計画書 

 （２） 着手届 

 （３） 工程表 

 

 （打合せ協議） 

第７条 受託者は、各業務の履行に際しては、その内容に関し、委託者と十分に

打合せを行うとともに、各業務の履行中においても、必要に応じた打合せを行

うものとする。 

 

 （疑義） 

第８条 受託者は、本業務の履行に際し疑義が生じた場合は、その都度委託者と

協議し、その協議に基づく指示に従わなければならない。 

 

 （関係機関との協議） 

第９条 受託者は、本業務の履行において必要となる関係機関との協議に当たっ

ては、誠意をもってこれに対応し、その内容に関し遅滞なく委託者に報告しな

ければならない。 

 

 （資料） 

第１０条 受託者は、本業務の履行に当たり、次に掲げる資料を自己の責任にお

いて準備しなければならない。 

 （１） 都市計画基本図データ又は復興基本図 

 （２） 平成２３年度法務局公図変換データ 

 （３） 土地台帳・家屋台帳データ又はこれに類似するデータ 

 （４） 被災前航空写真データ 

 （５） 被災後航空写真データ 

 （６） 推定浸水区域データ 

 （７） その他必要と認められる資料 

２ 受託者は、前項に掲げる資料の準備に当たり、関係機関からの資料の収集が

必要となる場合は、当該収集は、委託者の指示及び許可を得た後において行わ

なければならない。この場合において、収集した資料のうちに収集先である関

係機関への返還等を要するものがあるときは、当該関係機関の指示に従い返還



等するものとする。 

 

 （業務実施報告書の提出） 

第１１条 受託者は、各業務が完了したときは、速やかに業務実施報告書を作成

し、委託者に提出しなければならない。 

 

 （成果品の品質保証） 

第１２条 本業務における成果品（この条及び次条において「成果品」という。）

は、委託者と受託者との協議において定めた諸条件を満たすものでなければな

らない。 

２ 本業務の終了後において、成果品に受託者の過失等に起因する不良箇所を認

めたときは、受託者の責任において速やかに補足、訂正その他の必要な対応を

しなければならない。 

 

 （成果品の帰属） 

第１３条 成果品は、すべて委託者に帰属する。 

２ 受託者は、成果品及び第１０条第２項の規定により収集した資料を委託者の

承諾なく他に公表し、若しくは貸与し、又は使用させてはならない。 

 

 （再委託） 

第１４条 受託者は、本業務の履行を他に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、書面により委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

 （守秘義務） 

第１５条 受託者は、本業務の履行の過程で知り得た秘密を他に漏らしてはなら

ない。本業務の終了後においても同様とする。 

 

 （納期等） 

第１６条 本業務における成果品の納入期限及び納入場所は、次に掲げるとおり

とする。 

 （１） 納入期限 平成２５年３月３１日 

 （２） 納入場所 南三陸町役場内（危機管理課執務場所） 

 

   第２章 業務の内容 

 

    第１節 災害検証支援業務 



 

 （業務の目的） 

第１７条 災害検証支援業務は、平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平

洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害（以下「東日本大震災」

という。）における南三陸町の経験及び対応を明らかにすることにより、本業務

における警戒避難マニュアル及び初動マニュアルの策定並びに南三陸町の地域

防災計画の策定に当たっての課題となる事項等を抽出し、今後における災害へ

の体制強化を図ることを目的として行う。 

 

 （既存資料の収集） 

第１８条 災害の検証に当たり、現行の南三陸町地域防災計画、宮城県地域防災

計画、既存の災害記録等を収集し、整理する。 

 

 （経験の整理） 

第１９条 東日本大震災における南三陸町（関係機関を含む。）の被害状況を含む

経験について、時間、地域、災害の現象、被害の種類・規模に着目し、時系列

表、地図等により整理し、課題となる事項等の抽出を行う。この場合において、

災害の現象、被害の種類・規模として、概ね次に掲げる事項に着目した整理と

する。 

 （１） 災害の現象 

    ア 地震（東北地方太平洋沖地震及びその余震）の震源、規模等 

    イ 地震動 

    ウ 液状化 

    エ 地盤沈下 

    オ 津波 

    カ 土砂災害 

 （２） 被害の種類・規模 

    ア 人的被害 

    イ 建物被害 

    ウ 道路被害 

    エ ライフライン被害 

    オ 施設（漁業施設等）被害 

 

 （対応の整理） 

第２０条 東日本大震災への南三陸町（関係機関を含む。）の対応について、前条

により整理した経験に照らした南三陸町の庁内各部署（行政組織としての部署



及び災害対策本部としての部署）、町職員、関係機関等へのヒアリングを実施し、

東日本大震災発生直後からの対応の状況を整理する。この場合においては、主

として時系列、担当部署について着目し、本業務における警戒避難マニュアル

及び初動マニュアルの策定並びに南三陸町の地域防災計画の策定に当たっての

課題となる事項等の抽出ができるよう留意する。 

 

 （課題となる事項等の抽出） 

第２１条 第１９条及び前条により整理した経験及び対応を踏まえ、課題となる

事項等を整理する。この場合においては、経験の種別、対応した部署別に時系

列に沿い、各時点における課題について整理するものとし、概ね次に掲げる事

項に着目して行う。 

 （１） 人員・資機材の初動配備及び災害対策本部の設置 

 （２） 情報の収集・伝達 

 （３） 広報 

 （４） 避難に関する活動 

 （５） 消防活動 

 （６） 救助活動 

 （７） 医療・救護活動 

 （８） 応援要請・連携 

 （９） 交通の確保・規制及び緊急輸送 

 （１０） 孤立地区対策 

 （１１） 災害時要援護者への対応 

 （１２） 食糧・飲料水及び生活必需品の確保・提供 

 （１３） 捜索（遺体の収容等を含む。） 

 （１４） 防疫・保健衛生 

 （１５） 廃棄物等の処理 

 （１６） 公共施設の応急対策 

 （１７） 水防・土砂災害（二次災害）への対策 

 （１８） 住宅の確保 

 （１９） ボランティアの受入及び義援金の受付・配布 

 （２０） 農林水産業の被害への対応 

 （２１） 行政手続（災害救助法に基づく事務その他の災害時における事務及

び通常業務における事務） 

 

 （成果品） 

第２２条 災害検証支援業務における成果品は、次に掲げるとおりとする。 



 （１） 検証書 

 （２） 収集・検討資料集（地理情報データを含む。） 

２ 前項の成果品の媒体は、紙及びデータとする。 

 

    第２節 警戒避難マニュアル策定支援業務 

 

 （業務の目的） 

第２３条 警戒避難マニュアル策定支援業務は、東日本大震災により被災した防

潮堤等の防災施設が復旧するまでの間における警戒避難体制を必要とする災害

現象（津波、高潮、洪水、河川の氾濫、土砂災害等をいう。）（以下「対象現象」

という。）について検証の上、対象現象に対する具体の対応を設定し、防災・減

災活動に資することを目的として行う。 

 

 （対象現象の検討及び設定） 

第２４条 東日本大震災による被災後の現況及び南三陸町震災復興計画を考慮し

た上、対象現象について検討し、設定する。この場合においては、対象現象に

より想定される被害状況を今後の解析等に利活用できるよう、位置を含む情報

について地理情報データ化して整理する。 

 

 （警戒区域の検討） 

第２５条 前条により設定した対象現象に対し、避難行動をとる必要のある箇所

（河川、海岸、急傾斜地等）及び住民が避難を必要とする区域（想定浸水区域、

想定氾濫区域等）を検討する。 

 

 （避難情報等の発信基準の設定） 

第２６条 避難情報等の具体の定義及び住民がとるべき行動（避難準備、避難等）

を整理するとともに、前条により検討した警戒区域における避難に要する時間

を把握し、避難情報等の発信基準を設定する。 

 

 （観測体制の検討） 

第２７条 第２４条により設定した対象現象に対し避難情報等を発信するに当た

っての判断の基礎となる観測体制について検討する。この場合においては、観

測項目、観測位置及び基準値について整理する。 

 

 （情報伝達体制の設定） 

第２８条 避難情報等を住民及び関係機関に伝達する際における伝達文の内容、



伝達の手段及び伝達の経路について検討し、設定する。この場合においては、

対象現象別・伝達先別に整理し、伝達文の内容、伝達の手段及び伝達の経路を

一覧、図等として視覚的に整理する。 

 

 （警戒避難マニュアルの作成） 

第２９条 前条までの検討及び設定の内容に照らし、防災施設が復旧するまでの

当分の間を対象とした警戒避難マニュアルを作成する。この場合においては、

前条までの検討及び設定の内容について地形図上に表記する等、視覚的に分か

りやすい調製とするとともに、今後の利活用に向け、地理情報データ化する。 

 

 （成果品） 

第３０条 警戒避難マニュアル策定支援業務における成果品は、「警戒避難マニュ

アル（案）」とする。 

２ 前項の成果品の媒体は、紙及びデータとする。 

 

    第３節 初動マニュアル策定支援業務 

 

 （業務の目的） 

第３１条 初動マニュアル策定支援業務は、情報の収集、配備の決定、職員の参

集、災害対策本部の設置等といった初動期の対応について検討し、整理するこ

とにより、災害時における被害の軽減、迅速かつ円滑な応急対策に資すること

を目的として行う。 

 

 （組織情報の整理及び対象組織の設定） 

第３２条 現行行政組織における通常時の業務内容について調査し、行政組織別

の業務項目、業務概要について整理するとともに、災害発生時における業務及

びその分掌について調査・整理し、災害発生時において初動に関わる組織及び

通常業務を継続する組織について、災害対策本部各部における機能との整合を

含め、設定する。 

 

 （夜間、休日等における職員の参集予測） 

第３３条 第２４条による地理情報データその他情報に照らし、職員の参集予測

を実施する。この場合においては、災害の種別、被害の規模、参集を阻害する

建造物等及び交通の状況、時刻、天候等に関し考え得る状況を検証し、時間経

過別職員参集状況について想定する。 

 



 （業務継続の課題と対応策の検討） 

第３４条 災害発生時における災害対応業務及び継続する通常業務の問題点等を

抽出し、対応策について検討する。 

 

 （初動マニュアルの作成） 

第３５条 前条までの検討及び設定の内容に照らし、初動マニュアルを作成する。

この場合においては、災害の種別、被害の規模、時刻に応じた内容とするとと

もに、必要に応じ、行政組織別概要版について調製する。 

 

 （成果品） 

第３６条 初動マニュアル策定支援業務における成果品は、「初動マニュアル

（案）」とする。 

２ 前項の成果品の媒体は、紙及びデータとする。 

 

   第３章 その他 

 

 （その他） 

第３７条 この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に対する疑義に関して

は、委託者が定めるところによる。 


